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デジタルマーケットプレイス（DMP）の概要
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デジタルマーケットプレイス（DMP）とは
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通常の情報システムに関する契約
調達の都度、行政機関の調達仕様に対して、複数社が提案と価格を
提示し、両面から最も優れた事業者が落札します。
（総合評価方式）

DMPによるIT調達
デジタル庁とあらかじめ基本契約を締結した事業者が、デジタルサービス
を登録するサイトを設け、そのサイトより各行政機関が最適なサービスを
選択し、個別契約を行う調達手法です。

課題：調達期間が長く、手続が官民双方で負担に
参入障壁が高く、市場の透明性が低い

目指す姿：調達期間を短縮、官民双方で調達を簡素に
市場の透明性を高め、多様な事業者参入を促進

DMP
カタログ
サイト

【取組の目的】
行政機関のクラウドソフトウェア（SaaS）調達迅速化と多様なベンダー参入による調達先の多様化



DMP導入による効果
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現状の課題

市場のソフトウェアベンダー情報が限定的であるため、特

定のITベンダーに依存されます。より良いサービス導入の

機会損失が発生します。調達の手続だけでも通常3ヶ月以

上かかり、受託開発が多いため、迅速なシステム導入を実

現することが困難です。

行政機関のサービスニーズが不透明で、営業コストが高い。

調達手続が煩雑であるために参入コストが高く、調達プロ

セスに慣れているITベンダーが調達上有利になります。

DMPの効果

行政機関は、登録されたITサービスから目的にあったも

のを検索して簡易によりよいサービスを発見できます。

クラウドサービスが迅速に調達可能となり、よりアジャ

イルなソフトウェア導入が可能となります。

サービスを登録することで幅広い行政機関が発見可能と

なり、低い営業コストで行政機関にリーチしやすくなり

ます。調達プロセスの簡素化により、中小・スタート

アップも含む多様なベンダーが公平に公共調達市場にア

クセスすることが可能になります。

①クラウドソフトウェア市場の可視化・比較を通じて行政機関による迅速・公平な調達を促すと
ともに、②公共調達を通じた中小・スタートアップも含めたソフトウェア産業振興につなげる効
果が期待されています。

行
政
機
関

事
業
者



これまでの経緯
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Åデジタル庁では2023年度にDMPテスト版カタログサイトをリリースしました。
Åリリース後に事業者、業界関連団体、行政利用者向けに開催したユーザーテスト（ワークショッ
プ）や個別のお問い合せを通じてフィードバックを吸収しました。

Å上記も踏まえつつ、行政の利用に不足していた機能も追加開発を行い、今回DMP正式版カタロ
グサイトをリリースしました。

検索結果
の保存

ソフトウェア
を検索する

調達モードではフ
リーワード検索不可

調達モード

OFF

ON

モードを選択する

テスト版でリリース（2023年度）

販売会社の情
報を検索する

価格・サービ
スを比較する

行政職員がロ
グイン

行政職員のア
カウント登録

追加開発（2024年度） 追加開発（2024年度）

DMP正式版カタログサイトの全体像



DMPで想定する調達対象
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IaaS、PaaSについてはガバメントクラウドの取組が進むほか、受託開発におけるDMPの整備は

難易度が高いことから、今回はSaaS及びその導入支援を行うリセラーに関する調達をDMPの対

象としています。

調達対象 政府の調達手法

クラウドソフトウェア（SaaS）

クラウドサポート（導入支援）

クラウドホスティング（IaaS, PaaS） ガバメントクラウド

受託開発・運用・ユーザーリサーチ等 一般競争入札等による調達

DMPで対応

【調達対象となるSaaSについて】
V SaaSとは、事業者等によって定義されたイン

タフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ
物理的又は仮想的なリソースにネットワーク
経由でアクセスするモデルを通じて提供され、
利用者によって自由にリソースの設定・管理
が可能なサービスであって、情報セキュリ
ティに関する十分な条件設定の余地があるも
のを指す。なお、非業務目的で使用するサー
ビス （ゲーム、エンターテイメント等）は対
象外。

       ハードウェアを含む調達は対象としない。

V 事業者による受託開発が必要なSaaS（ロー
コード開発ツール等）は、ライセンスのみ
DMPで調達可能。受託開発の役務調達は一般

調達で実施することとなる。



DMPカタログサイト（正式版）の利用者とそれぞれの作業
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DMP運営事務局
（サイト管理）

行政機関等
[国・自治体等]

（ログインあり）

一般利用者
（ログインなし）

・ソフトウェアの登録
・販売サービスの登録
（直販の場合）

・販売サービスの登録・フリー検索のみ

・フリー検索
・調達モード検索
・検索結果比較
・帳票ダウンロード

Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ
イ
ム

ソフトウェア会社
（ログインあり）

販売会社
（ログインあり）

DMP
カタログサイト
（正式版）

DMPカタログサイトの利用者［行政利用者、事業者（ソフトウェア会社／販売会社）、一般
利用者］が行う作業は以下のとおりです。



契約構造について
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デジタルマーケットプレイスの契約構造（概要）

（１）まず事業者が、基本契約を締結し、DMPカタログサイトにソフトウェア（SW）とサービス（SV）を登録します。
（２）調達を行う行政機関等は行政機関等向け利用規約に同意し、DMPカタログサイトへアクセスしSWとSVを閲覧します。
（３）仕様条件を検討の上、検索機能等で対象を絞り込み、候補となる事業者を選定します。
（４）選定した候補事業者の中から、指名競争入札又は随意契約により個別契約を行います。

※事業者が定めている約款についても個別契約と一体として、締結することを推奨いたします。

DMP
カタログサイト

各行政機関等がDMPカタログサイトから調達する前提として、定められた諸
条件に沿って提供することを事業者がデジタル庁と事前に「合意」するもの

Â事業者（ソフトウェア会社、販売会社）

Â行政機関等（国・自治体等）

事業者

(４)個別契約（調達）

(３)調達モードに
よる検索による
ソフトウェア・

サービスの絞込み、
選定が可能に 行政機関等

(１)基本契約
の締結

(２)行政機関等
向け利用規約

の同意
調達用機能（調達モード）が利用可能
になります

ソフトウェア・サービスを登録可能になります

個別契約
※事業者の定める
約款も含まれる



デジタル庁・事業者間での基本契約のポイント

・基本契約は、事業者がDMPを利用するにあたって守るべき基本的条件を定めたものであり、本契約内容に遵守することに
同意していただくことで、はじめて、DMPの利用登録を申請することができます。概要

・DMPに登録している情報は最新のものにしていただく必要があります。（変更入力は遅滞なく行うこと）
・SW/SVについて外部委託を行う場合、事業者は外部委託先を管理する必要があります。
・DMPの目的に鑑み、行政機関等から個別、仕様の問合せや見積書の求めがあった場合、又は個別契約の求めがあった場合
などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。（DMPを利用し個別契約を締結した場合には、個別契約の概要
をデジタル庁に報告していただきます。）

・契約期間は、各年度末までであり、継続してご利用いただくには、毎年度、締結（同意）いただく必要があります。
・年度内に改定があれば、その都度締結いただく必要があります。

・DMPに登録いただいた内容をDMP事務局において確認し、DMPに登録可能なSW/SVの要件（※1）に該当しない場合や、
セキュリティ基準（※2）を満たしていない場合、虚偽記載などに該当する場合は、DMPカタログサイト上に掲載をお断り
する場合もございますので、ご留意ください。

・事業者からの申出の他、全省庁統一資格を保有せず登録をした場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切
な対応をしていない場合などに該当した場合、契約を解除する場合もありますので、ご留意ください。

※1 行政機関等が調達することを想定しているSaaS及びその付帯サービス（ヘルプデスク、ユーザーサポートサービス、セットアップサービス、データ移行支援及びその他
           デジタル庁が定める登録行政機関等のソフトウェア導入を支援するサービスに限る） 。
※2 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」「IT調達に係る国等の物品等又は

役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」等

契約期間

登録情報の
確認

契約解除

その他
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デジタル庁・行政機関等間の利用規約に関するポイント
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・当利用規約は、行政機関等がDMPを利用してソフトウェア・サービスや事業者等の情報を検索した上で、個別契約を締結
する事業者を選定するにあたり、本カタログサイトを利用する際の諸条件を定めたものであり、当利用規約を遵守すること
に同意していただくことで、DMPの利用登録（アカウント登録）を申請することができます（※1）。
・基本契約と異なり、利用期間の定めはありません。解除申請をいただくことでアカウント解除は可能です。

※1 検索機能のみの利用は、アカウント登録なく利用可能です。
※2 当該職員等がアカウント登録後、行政機関等は、本利用規約に規定するDMPの利用にかかる条件を当該職員等に遵守させる義務を行います。
※3 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」「IT調達に係る国等の物品等又は

役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」等

・当該行政機関等が管理するドメインを用いたメールアドレスを持つ職員等であれば、アカウント登録の申請が可能です。
・アカウント登録完了後、当該職員等はDMPの調達機能を利用することができます。その当該職員等がDMP上行った行為は、
その職員等が所属する行政機関等を代理又は代行した利用である、とみなします（※2）。

概要

利用主体

・行政機関等が自ら解除申請を行う他、変更すべき登録事項があるにも関わらず変更処理を行わなかった場合や、登録事項
に虚偽等があった場合などに該当した場合、登録を解除する場合がありますので、ご留意ください。登録解除

・行政機関として行政目的で調達を行う以外の目的でDMPを利用する行為や、虚偽の登録事項を提供する行為、１つのアカ
ウントを複数の者が共用する行為、個別契約を締結する際の談合等の不正行為、その他不適当と認められる行為に該当する
行為は、行ってはならないものと規定しております。

禁止事項

・行政機関等は、DMPのアカウントの不正利用若しくは第三者による使用又はそれらのおそれが判明した場合には、ただち
にその旨をデジタル庁に通知するとともに、デジタル庁からの指示に従うものとします。
・行政機関等は、DMPを利用してソフトウェア・サービスを選定する際、セキュリティ基準（※3）に準拠していることを
自らで確認した後、調達行為を行っていただくものとします。

不正利用
への対応等
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DMPを利用した調達プロセスについて
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行政利用者による各フェーズでのDMPカタログサイトの活用

企画 仕様策定・予算要求 調達

Å政策目的を実現する手段と
してどんなソフトウェアが
存在するかの探索

Åソフトウェア・販売会社の
発見とサービスの理解

Å調達を想定するソフトウェ
アの仕様整理

Åソフトウェア会社、販売会
社からの詳細ヒアリングと
見積入手

Å調達仕様に合わせた検索及
び選定の実施

Å販売会社との調達契約のエ
ビデンス取得

市場で提供されている
ソフトウェアの探索

調達するソフトウェア
の仕様・予算整理

迅速なソフトウェアの
調達

DMPカタログサイトは調達だけでなくそれ以前のフェーズから活用いただくことで、ソフト
ウェア調達の解像度を高めることが可能です。
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DMPカタログサイトの活用スコープ

行政利用者は、情報システムの企画検討段階からDMPを利用して技術調査を行い、ソフト
ウェアの仕様や概算価格、付帯サービス等の確認を行い、調達フェーズでは、DMPでの選定
結果を出力し証跡に利用できます。

情報
システム調達に
係る業務の流れ

企画 仕様策定・予算要求 調達

技術調査
を行う

ソフトウェアと
サービスの要求
内容を考える

機能やサービス
等詳細を把握す

る
価格を確認する

販売会社から概
算価格を確認す

る

ソフトウェアと
サービスを検索

する

詳細を把握し、
比較検討する

選定結果をまと
める

決裁を取る 契約を締結する

行政
利用者

ソフトウェ
アの検索調
査が可能

ソフトウェアと
サービスの検索
機能を提供

ソフトウェア詳
細とサービスの
詳細情報を提供

標準価格情報の
参照が可能

価格表で概算把
握が可能、個別
見積依頼も可能

ソフトウェアと
サービスの検索
機能を提供

詳細参照、比較
機能を提供

比較検討経緯を
出力、見積依頼

決裁文書は別途
作成が必要

契約は会計部署
と調整の上、実

施

一般
利用者

DMP対応可能範囲

※一般利用者は、技術調査を目的としてソフトウェア・サービス検索を行うことができますが、一部標準価格情報などの情報が非公開となります。詳細の調達仕
様をもとに選定を行う場合は、行政利用者でログインをします。



行政利用者の調達プロセス

契約担当部署が確認

調達仕様
チェックシート 調達仕様

チェックシート

DMPカタログサイトを利用
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行政利用者がDMPカタログサイトを利用して調達する際、以下のプロセスを実施することを
想定しています。

調達担当課が実施

調達仕様チェックシートと検索結果を
指名競争入札の根拠として入札手続き

調達仕様チェックシートと検索結果を
随意契約の確証として契約手続き調達仕様

チェックシートを
作成

DMPカタログ
サイトの
アカウント取得

DMPカタログ
サイトログイン

「調達モード」で
調達仕様チェッ
クシート
の検索条件で検索

DMPカタログ
サイトで検索
結果を出力

行政利用者は行政ドメインの
メールアドレスで作成ができます。



調達仕様チェックシートのイメージ
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【調達仕様概要】 【主な項目の補足説明】

調達目的
政策目的と目標を踏まえ、調達目的と調達で期待する効果を記述してください。

利用人数
導入するSaaSを何名で利用するかによって料金が異なるため、想定される利用人数を
入力します。共同調達の場合は組織ごとの人数を記載してください。
※「共同調達」とは、複数の行政機関等が共同して調達を実施する場合、いずれか１つの行政機関等が代表して

契約の締結を行うものですが、請求書は支出負担行為担当官ごとに提出する必要がある点、ご留意ください。

また、導入後に利用者の増減が想定される場合は、契約期間中にライセンス数の増減
対応が可能か確認する必要があります。

納品場所
導入するSaaSを利用する場所を記入します。「東京事務所」など、所属する都道府県
外の拠点をどのようにサポートできるかを事業者に提案していただく為に必要な情報と
なります。

調達の種類
「役務の提供 / 物品購入 / 役務・物品複合」を選択します。

支払い条件
支払い方法：「毎月払い / 前金払 / 後払い / 部分払い」を選択します。
支払手段 ：原則、支払手段は「金融機関口座振込」となります。

（必要に応じて「現金払い」等を記載いただければと思います。）

その他
必要に応じて、調達仕様の条件等を自由記載いただきます。
【例】セキュリティ責任者が求めるセキュリティ基準、官公庁への販売・支援実績 等

ここでは、一般的に調達の際に記載する内容を記載・選択します。 調達件名
DMPを活用し調達したことが分かるように、冒頭に「（DMP）」を記載してください。概要

調達件名

調達部署・担当者名

調達の目的

事業者確定（見込）日

調達の種類 （調達の種類を選択してください）

納入期限（納期）

ソフトウェア・サービスの提供期間

契約期間

利用人数 （必要なライセンス数/アカウント数/同時接続数）

納品場所

支払い条件 支払い方法 毎月払い （支払い方法に指定する場合は選択してください）

前金払 （支払い方法に指定する場合は選択してください）

後払い （支払い方法に指定する場合は選択してください）

部分払い （支払い方法に指定する場合は選択してください）

支払手段

その他



調達仕様チェックシートのイメージ
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【カタログサイト検索項目（ソフトウェア）】 【主な項目の補足説明】
他カタログサイト掲載あり
他カタログサイトへの掲載有無を指定できます。
なお、他カタログサイトの例は以下の通り。

・防災DXサービスマップ
https://bosai -dx.jp/
・教育DXサービスマップ 
https://ppp -education -dx.jp/
・技術カタログ 
https://www.digital.go.jp/experimental/technology -
map/catalog/
・デジタル実装の優良事例を支えるサービス/システム
のカタログ

https://digiden -service-catalog.digital.go.jp/

ガバメントクラウド対応有無
ガバメントクラウド対応の有無を指定できます。

※ 現時点で選択可能なのは「窓口DXSaaS」のみですが、今後対応
可能なサービスが増えていく可能性はあります。
※ 「窓口DXSaaS」とは、デジタル庁が地方自治体職員と協力して窓口

DXに必要な機能を盛り込んだ仕様書を策定し、地方自治体がシステム
を調達する際に、「仕様書を一から作る」、「新規にシステムを作る
」といった負担を軽減することが可能になります。

目的タグ、機能タグ
調達の目的、機能にあったタグを選択してください。
選択できるタグは、スライド29を参照してください。

その他条件
必要に応じてDMPサイト上の検索項目以外にソフトウェアの選定理
由としたいものがあれば自由記述をします。
例えば、以下のような項目が考えれます。
・自治体の独自の調達ルール
・仕様検討段階で事業者へ問い合わせ上で気づいた点
・その他選定理由となりえる条件

ここでは、調達したいソフトウェアに求める条件を選択・記入します。



調達仕様チェックシートのイメージ
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【カタログサイト検索項目（サービス・プラン）】 【補足説明】

その他条件
必要に応じてDMPサイト上の検索項目以外にソフトウェアの選定理由とした
いものがあれば自由記述をします。
例えば、以下のような項目が考えれます。
・自治体の独自の調達ルール
・仕様検討段階で事業者へ問い合わせ上で気づいた点
・その他選定理由となりえる条件

ここでは、調達したいソフトウェアに係る販売サービスに求める条件
を選択・記入します。

セットアップサービス
ソフトウェアの機能を利用するために必要な設定作業をサポートするサービスを
指し、動作環境に関連する整備作業、プログラムのインストール作業、パラメータ
等のソフトウェアの稼働に必要な設定作業、APIの接続作業等のサービスメニューを
検索できます。  インストール作業等が煩雑、又は利用者それぞれで対応する必要が
あることが想定され、なんらかの支援サービスが必要な場合は、チェックをしてく
ださい。  

利用者向けヘルプデスク
行政機関等が調達したソフトウェアを第三者ユーザーが利用する際に、その利用
者が行う問い合わせに対するサポートサービスを指し、その有無を検索できます。 
利用者側へのコールセンター等の問い合わせ窓口等が用意されている必要がある場
合は、チェックをしてください。  

契約者向けヘルプデスク
調達した行政機関等がソフトウェアの機能、操作、現象（エラー・不具合等）に
対する問い合わせができるサービスを指し、その有無を検索できます。 



行政利用者のログイン

行政利用者（DMPにログインする行政機関等の職員）は事前にアカウント登録を行います。

ログインをして、カタログサイトを利用してソフトウェアとサービスを検索し絞り込んだものを調達します。
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（１）新規アカウントを登録します （２）ログインします

マイページ

（３）行政利用者のマイページ

ログイン前にソフトウェア検索に進み、検
索後にログインすることも可能です。

行政機関等のdomainと一致してるメー
ルアドレスのみ登録が可能

（行政機関名）



DMPカタログサイトトップページ
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行政利用者トップページ①

①ユーザー登録・ログイン
DMPへのユーザー登録・ログインが行えます。

②コンテンツエリア
行政利用者向けの様々なコンテンツへのリン
ク・概要が掲載されています。
‐ソフトウェア検索
‐デジタルマーケットプレイスの概要
‐お知らせ
‐よくある質問
‐お問い合わせ
‐行政向けご利用ガイド

②
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マイページ

マイページ
行政利用者が、DMPを用いた調達・調査
を行う際の起点となる画面です。

①マイページメニュー
調達を行うためのソフトウェアの検索や、
保存した検索結果の管理が行えます。

②コンテンツエリア
行政利用者向けの様々なコンテンツへのリ
ンク・概要が掲載されています。
‐重要なお知らせ一覧
‐お知らせのサマリ・一覧
‐ご利用ガイド
‐フィードバック

①

②
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ソフトウェア検索－一般利用者画面（ログインなし）

ソフトウェア検索
DMP内のソフトウェアを検索できます。

①検索メニュー
各種条件を設定し、ソフトウェアを検索で
きます。

②検索結果一覧
検索条件に合致するソフトウェアが一覧表
示されます。カードをクリックすることで、
より詳細な情報を閲覧できます。

③販売会社・プラン検索
検索したソフトウェアを販売している販売
会社、及びヘルプデスクなど付帯するサー
ビスを検索できます。

①

②

③
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ソフトウェア検索－行政利用者画面（ログインあり）

ソフトウェア検索
行政利用者向けに機能が追加された検索を行

えます。

①調達モード切替
調達モードをONにすることで、DMP上での
検索結果をもって調達を行えます。
ONにすることで一部検索条件が制限されま
す。情報調査の際はOFFを利用ください。

②検索結果を保存
検索結果に名前・概要をつけて保存できます。
保存することで、後からの再開・エビデンス
の出力が行えます。

③調達対象ソフトウェアの選択
検索結果のソフトウェアを、結果から更に絞
り込むことができます。絞り込んだ際には、
理由入力が求められます。

①
②

③



ソフトウェア検索－検索条件を指定する
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ソフトウェアの検索条件を指定
●ISMAP、ISMAP-LIU登録の有無
●無料ライセンスの有無
●他カタログサイト掲載の有無

ソフトウェア条件の指定
●販売方式
●動作環境
●セキュリティ 等



調達モードとは
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技術調査など調達に向けての企画段階で情報収集をするためには、調達モードを「OFF」に設定します。
調達モードが「ON」の場合は、公平な調達なためにソフトウェア名や提供会社名など、恣意的な検索条件
を指定することができない状態になります。（行政利用者ログイン時のみ有効）

検索方式 調達モード「ON」で制限されること

ソフトウェアの
検索

・「ソフトウェア名」を指定した検索
・「提供会社名」を指定した検索
・「販売方式・価格」の条件を指定した検索

販売会社・サー
ビスの検索

・「販売会社名」を指定した検索ができません。

調達における公平性の観点から、特定のキーワード/会社名での検索や販売方式の検索項目が
制限された状態です。



ソフトウェア検索－検索タグで絞り込む
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検索タグ

目的タグ、機能タグの2種類の検索タグを用いて、実現したい政策目的と
必要な機能性をもとにタグを選択し絞り込みをすることが可能です。

目的タグ 機能タグ
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# タグ名称 含まれる内容
1窓口対応 窓口、マイナンバー、申請、届出、広聴
2財務 予算編成、会計、税務、契約
3総務 人事、給与、法務、労務、広報（情報発信）、管財、研修
4防災 危機管理、情報収集
5産業 商工振興、地方創生、新産業創出、スタートアップ、雇用促進
6農林水産 農業、林業、水産業
7観光 観光、インバウンド、文化、歴史、MICE
8環境 ごみ、廃棄物、清掃
9福祉 高齢者、障がい者、施設入所、生活保護

10医療 病院、保健所、予防、検診、生活衛生、健康

中央省庁や地方自治体の内部組織（部・局）単位で整理した大きい業務区
分としています。
行政機関等の担当部署が該当するタグを選択しソフトウェアを絞り込みま
す。目的タグは最大３つまで設定できます。

11子育て 子ども、保育、妊娠、出産、保育・教育施設
12まちづくり 地域振興、人権、生涯学習、図書館、協働、住民
13スポーツ スポーツ施設、スポーツ、公園、緑地
14建築・土木 建築指導、住宅、営繕、設備、道路、港湾、空港、河川
15交通 公共交通、都市計画
16水道 上水道、下水道
17議会 議会
18教育 教育、校務、授業、教材、学校
19選挙 選挙、投票、開票
20監査 監査
21警察・消防 警防 

# タグ名称
1ログ管理
2セキュリティ診断
3eKYC・ID管理
4ウイルス対策・不正アクセス対策
5労務・勤怠管理
6給与計算
7採用管理
8人事管理
9健康管理

10車両管理
11入退室管理
12備品管理
13統計・情報公開
14地理情報の共有
15電子帳票作成・保存
16ファイル・データ共有
17データ連携

18
業務可視化・効率化（RPA・ワークフロー管理
等）

19日程調整
20ナレッジマネジメント（マニュアル作成等）

21グループウェア（チャット・WEB会議を含む）

# タグ名称
22eラーニング・研修・試験
23WEB窓口対応・電子申請

24
問合せ対応・管理（チャットボット・
CRM等）

25アンケート・イベント管理
26決済基盤
27電子請求書
28電子契約・電子署名
29会計
30データ分析BI
31ノーコード開発・ローコード開発
32プロジェクト管理
33UI／UXデザイン・フローチャート作成
34動画制作
35WEB・スマホアプリ制作
36作図支援（CAD等）
37多言語対応（翻訳）
38アクセシビリティ診断 

ソフトウェア導入することで達成できる一つの事柄を示します。11のカ
テゴリに分類されています。機能タグは最大５つまで設定できます。

検索タグの種類

目的タグ 機能タグ



ソフトウェア詳細画面
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ソフトウェア詳細画面
行政利用者向けの情報を含めたソフトウェア
詳細情報を閲覧できます。

①ソフトウェアのお問い合わせ
※行政利用者ログイン時にのみ有効
ソフトウェアの登録会社へ、ソフトウェアの
仕様を問い合わせることができます。
ソフトウェア会社の担当者へ、DMPより資料
請求メールが送信されます。

②ライセンス情報
ソフトウェアが持つライセンスの種類と情報
を確認できます。価格情報は行政利用者のみ
閲覧することができます。

①

②
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ソフトウェア選定－選定理由の記録

※1

ソフトウェア選定理由
ソフトウェア検索結果より、一部のソフト
ウェアをチェックボックスにより絞り込ん
だ場合、絞り込んだ理由を登録します。

①選定理由入力
DMP上では絞り込めない情報によってソフ
トウェアの絞り込みが必要な場合、その内
容と結果を記載します。

例）R7年度XXX調達において、XXXを行う
機能が必須であり、事業者への資料請求の
結果、ソフトウェアAとBの2ソフトウェア
がこれを有していた。そのため、この2ソフ
トウェアを選定結果とする。

①
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販売会社・プラン検索

販売会社・プラン検索
選定したソフトウェアへ対し、販売している
販売会社・提供サービス(ヘルプデスク等)を
検索できます。

①検索結果を保存
検索結果に名前・概要をつけて保存できます。
保存することで、後からの再開・エビデンス
の出力が行えます。

②調達先の販売会社・プランの選択
検索結果の販売会社・プランを、結果から更
に絞り込むことができます。

絞り込んだ際は、理由入力が求められます。

①

②



サービス検索
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ソフトウェアを導入のためのセットアップサービスやヘルプ
デスクなどの付帯サービスを検索することが可能です。

付帯サービスを指定

サービス詳細情報の確認

サービス検索 検索結果の確認
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販売会社・プラン詳細

販売会社・プラン詳細画面
販売会社・プランの詳細情報を閲覧できます。

①プランのお問い合わせ
※行政利用者ログイン時にのみ有効

販売会社・プランの登録会社へ、「見積の依
頼」「提供サービスの詳細」等を問い合わせ
ることができます。

②ライセンス情報
ソフトウェアが持つライセンスに対し、販売
会社が定める契約情報が表示されます。ライ
センスは右枠のメニューより切り替えができ
ます。

③提供サポートプラン詳細画面
ソフトウェアに対し提供される各種サポート
を閲覧できます。
ライセンス付帯サービス：ソフトウェア会社が提供するサポート
サポート：販売会社が提供するサポート

①

②

③
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販売会社・プラン選定理由入力

販売会社・プラン選定理由
販売会社・プラン検索結果より、一部の販売
会社・プランをチェックボックスにより絞り
込んだ場合、絞り込んだ理由を登録します。

①選定理由入力
DMP上では絞り込めない情報によって販売
会社・プランの絞り込みが必要な場合、そ
の内容と結果を記載します。

例）R7年度XXX調達において、販売会社が
XX県に拠点を持つこと、及びXXXのヘルプ
デスクサービスを提供していることが必須
であり、業者へのヒアリングの結果、A社と
B社の2社がこの条件を満たすため、この2社
を選定結果とする。

①
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伝票保存・伝票一覧

伝票一覧
今までに保存した検索結果を、伝票一覧より
確認できます。

①伝票一覧
編集を再開したい場合やエビデンスを出力し
たい場合、該当伝票のカードをクリックする
ことで伝票詳細を表示できます。

①



伝票詳細
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検索結果を選定して伝票として保存することが可能で
す。選定したソフトウェア・サービスの詳細情報を参
照できるだけなく、選定結果のPDF出力や保存した伝
票を他の担当者に共有することができます。

検索結果を伝票保存する 伝票詳細
選択した伝票の詳細情報の確認、及び伝票の
編集・再開・エビデンス出力等が可能です。

①伝票詳細の各種操作ボタン

伝票出力：伝票内容をPDF出力し、調達先決
定情報の証跡文書に利用ができます。

伝票確定：伝票確定することで伝票の編集を
不可に制御できます。

選定再開：伝票から検索・選定を再開できま
す。

伝票削除：伝票を削除できます。

伝票共有：他の行政利用者を共同編集者とし
て追加できます。

①
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伝票詳細

伝票詳細画面
検索したソフトウェア条件や選定した理由の
記録を確認することが可能です。

①検索・選定状況
伝票に保存した検索条件を閲覧できます。
ソフトウェア・販売サービスのカードをク
リックすることで、詳細情報を閲覧できます。
‐ソフトウェア・販売サービスの検索条件
‐ソフトウェア ・販売サービスの検索結果
‐任意の選定状況
‐選定理由

①



調達利用ガイドブックにおけるポイント
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・ 今後DMPを活用いただくため、DMPを利用した調達において、随意契約及び指名競争契約を適

用できるよう事務処理を標準化・定型化したガイドブックである「調達利用ガイドブック」、及び、

よくあるお問い合わせとして整理した「Q&A」を策定中であり、これらを説明会終了後に展開させて

いただく予定です。

・ 今回は調達利用ガイドブックに記載している内容から、ポイントをピックアップして説明します。

(案) (案)

調達利用ガイドブック
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DMP活用のメリット

①事業企画・予算要求段階での情報収集

これまではインターネット上で検索したり、サービス導入している他の行政機関等から聞き取りしたりするなどの方法でソ
フトウェアの情報を収集する必要があったところ、DMPカタログサイトを利用することによって、掲載されたさまざまなソフ
トウェアの情報から、目的に近いものをより効率的に探し出すことができます。

②事業企画段階・予算要求段階での事業費見込みの把握

従来は予算要求の前段階で、事業者に依頼して概算費用に関する情報を得る必要があったところ、DMPカタログサイトでは、
事業者に参考価格を登録いただき、事業者が参考価格を登録している場合には、比較することができるようになっていること
から、より簡単に概算の事業費を把握することが可能となります。また、予算要求時にも登録された参考価格情報から、必要
となるライセンス種類・ライセンス数・オプションの有無などを加味して予算要求額を推計の参考とすることが期待されます。

③調達に必要な文書作成の簡素化

・DMPを利用した調達では、ソフトウェア・サービス調達の際に企画検討しなければならない仕様内容をチェックボックスの
形式で整理する『調達仕様チェックシート』を作成することで、調達したいソフトウェア・サービスの仕様を特定します。
『調達仕様チェックシート』は、そのまま調達仕様書の代用として活用可能です。
・また『調達仕様チェックシート』を検索条件として、DMPカタログサイトで検索を行うことによってソフトウェア・サービ
スを絞り込み、製品選定の経緯や結果を『DMPソフトウェア・サービス比較表』として電子媒体で出力可能となります。
・これらの様式は、そのまま【指名競争入札における業者選定理由】や、【随意契約における随意契約理由】として活用する
ことができ、文書作成における作業工数の大幅な削減が期待できます。
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国の行政機関における調達の流れ

DMPカタログサイトに登録されたソフトウェア・サービスから選定を行い、個別契約に至るまでの
間は、以下のように「企画検討フェーズ」「製品選定フェーズ」「契約フェーズ」の手順で実施す
ることとなります。

● 

ソ 

フ 

ト 

ウ 

ェ 

ア
・ 
サ 
ー 

ビ 

ス 

選 

定 

完 

了

企画検討フェーズ 製品選定フェーズ

Å調達目的等からソフトウェア・サービ
スに必要な機能、付随サービス、ライ
センス数、などを検討
Å予定価格により調達期間等が異なるた
め、概算金額を把握のうえ、契約担当
者へ相談すること
Å要件をまとめた『調達仕様チェック
シート』の作成・検討を開始する。

Å検討した要件と、DMPに登録済
みのソフトウェア・サービスと
の突合結果を元に、必要に応じ
て購入先候補と個別ヒアリング
を行う。詳細な仕様の確認や質
疑を経て、ソフトウェア・サー
ビスを選定。
Å選定の経緯や調達の内容を適切
に記録した『DMPソフトウェ
ア・サービス比較表』を作成し、
出力する。

契約フェーズ

■特命随契
・金額に関わらず

■少額随契
・予定価格100万円未満（β）

■指名競争
・予定価格100万円～10万SDR未満

■指名競争
・予定価格10万SDR以上
・WTO対象案件、官報公示必須

契約先候補が１者のみの場合

契約先候補が複数者ある場合

β少額随契の対象は、予決令第９９条３号及び７号より、金額税込が
物品購入160万円未満、役務提供100万円未満となる。実際の適用に
ついては、各行政機関ごとの随意契約の手続きに遵守すること。

DMPカタログサイトを用いて実施 DMPカタログサイト外

●

個
別
契
約
書
の
締
結

●

契
約
先
の
事
業
者
決
定



国の行政機関における個別契約（調達方法）
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販売する事業者と調達元（国の行政機関等）の間で個別に契約を結びます。 DMPカタログサ
イトの検索結果を踏まえ、調達方法・契約方法が異なります。（金額は各省庁向け）

No
一者のみ
である

選定結果が複数者か?

予定価格(税込)が少額か
（物品購入160万円未満/役務提供100万円未満）

予定価格(税込)が
10万SDR（1,800万円）以上か?

No
100万円未満

である

No
100万円以上

1,800万円未満
である

Yes
1,800万円以上

である

Yes
100万円以上

である

Yes
複数者
である

特命随契
選定の結果、購入先候補が１者のみであることから、
競争入札を行わない随意契約を締結する

少額随契

行政機関のルールに従い、随意契約を締結する
（発注する行政機関によって適応金額やルールが異
なる可能性があるので、留意が必要）

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する
（概ね調達期間１１日以上）

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する
（概ね調達期間２６日以上）
※「概ねの調達期間」は「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令（特例政令）」の改正後を想定したものになります。



国の行政機関におけるDMP活用のポイント

〈指名基準の作成 【予決令第９６条】〉

個別契約書式（事業者が定める約款の位置づけ）について

〈財務大臣協議について〉

・DMPを通じた取引対象としているものはSaaSであり、いわゆる既製品になります。そのため、広く民間においても取引対
象とされている製品であり、提供企業側の提示した約款に同意して購入されることが一般的な商品であるといえます。
今回の行政機関等がDMPを通じて同製品の購入を行う場合においても、これに倣い同等の条件で契約を締結することが妥当

かつ適切な取り扱いになるものと考えています。
・DMPを利用した調達（指名競争入札・特命随契・少額随契問わず）においては、具体の契約書の条項については、行政機関
等側で用意した個別契約書に法令に定められた事項を明記しつつ、調達先企業の提示する利用約款を添付させる形式とし、両
者一体化したものを作成することを推奨させていただいております。

DMPによる調達を行うための準備行為に係る主な留意点

・DMPを活用した指名競争入札を行う場合、既存の指名基準を準用することができない場合には、事前にDMPによる調達に
対応した指名基準を作成し、財務大臣に通知をする必要があります。
・各行政機関等においては、デジタル庁作成の指名基準を参考とし、各行政機関等から通知を発出願います。

・WTO協定対象の随意契約を締結する場合に財務大臣協議が求められているところ、個別協議を行わなくても良いように財務
省法規課と包括協議の調整を行っています。
行政機関においては個別に対応いただくことはなく、包括協議が整い次第、法規課より通達が発出されるため、通達事由に
沿った契約を締結願います。 44



45

国の行政機関におけるDMP活用のポイント

現在、「政府調達手続に関する運用指針等について（自主的措置）」の見直し協議を行っており、自主的措置の改正が完了す
るまでの間、以下の点につきご留意ください。※なお、自主的措置の改正は、年内に完了見込みです。

WTO協定対象の調達の留意点

（別紙４）コンピューター製品及びサービス （別紙５）電気通信機器及びサービス

意見招請⇒適用除外 対象基準額：80万SDR（１億4,000万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

対象基準額：38.5万SDR（6,900万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

公告期間⇒短縮 対象基準額：10万SDR（1,800万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり（※）

対象基準額：10万SDR（1,800万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり（※）

総合評価落札方式
⇒最低価格落札方式

対象基準額：80万SDR（１億4,000万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

対象基準額：38.5万SDR（6,900万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

〇指名競争入札

（別紙４）コンピューター製品及びサービス （別紙５）電気通信機器及びサービス

官報公示⇒省略 対象基準額：10万SDR（1,800万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

対象基準額：10万SDR（1,800万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

〇随意契約

（※）公告期間の短縮は、特例政令の改正も合わせて行われているため、自主的措置及び特例政令が改正されるまでは従前のとおり。

その他（WTO政府調達協定とDMPとの整合性について）

無差別待遇の原則の遵守等、国際約束との整合性を確保する必要があることは前提としてあることから、特に海外事業者を含むDMP未
登録者から指名競争入札への参加申請があった場合、速やかに審査を行い、当該者の入札手続きの参加機会の確保に十分配慮いただけ
ますよう、ご留意願います。
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地方公共団体における調達の流れ

DMPカタログサイトに登録されたソフトウェア・サービスから選定を行い、個別契約に至るまでの
間は、以下のように「企画検討フェーズ」「製品選定フェーズ」「契約フェーズ」の手順で実施す
ることとなります。

● 
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ア
・ 
サ 
ー 
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ス 

選 

定 

完 

了

企画検討フェーズ 製品選定フェーズ

Å調達目的等からソフトウェア・サービ
スに必要な機能、付随サービス、ライ
センス数、などを検討
Å予定価格により調達期間等が異なるた
め、概算金額を把握のうえ、契約担当
者へ相談すること
Å要件をまとめた『調達仕様チェック
シート』の作成・検討を開始する。

Å検討した要件と、DMPに登録済
みのソフトウェア・サービスと
の突合結果を元に、必要に応じ
て購入先候補と個別ヒアリング
を行う。詳細な仕様の確認や質
疑を経て、ソフトウェア・サー
ビスを選定。
Å選定の経緯や調達の内容を適切
に記録した『DMPソフトウェ
ア・サービス比較表』を作成し、
出力する。

契約フェーズ

■特命随契
・金額に関わらず

■少額随契
・予定価格100万円未満（β）

■指名競争
・予定価格100万円～20万SDR未満

■指名競争
・予定価格20万SDR以上
・WTO対象案件、官報公示必須

契約先候補が１者のみの場合

契約先候補が複数者ある場合

β金額は各行政機関が定める少額随契の上限金額に準ずる

DMPカタログサイトを用いて実施 DMPカタログサイト外

●

個
別
契
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書
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結

●

契
約
先
の
事
業
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定



地方公共団体における個別契約（調達方法）
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販売する事業者と調達元（地方公共団体）の間で個別に契約を結びます。 DMPカタログサイ
トの検索結果を踏まえ、調達方法・契約方法が異なります。

①② No
一者のみ
である

①②選定結果が複数者か?

予定価格(税込)が少額か
①物品購入160万円未満/役務提供100万円未満
②物品購入80万円未満/役務提供50万円未満

①予定価格(税込)が
20万SDR（3,600万円）以上か?

①② No
基準額未満
である

①No
3,600万円未満

である
①Yes

3,600万円以上
である

①Yes
基準額以上
である

①②Yes
複数者
である

特命随契
選定の結果、購入先候補が１者のみであることから、
競争入札を行わない随意契約を締結する

少額随契

行政機関のルールに従い、随意契約を締結する
（発注する行政機関によって適応金額やルールが異
なる可能性があるので、留意が必要）

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する

※①は都道府県及び指定都市における基準
②は指定都市を除く市区町村における基準

とさせていただいております。

②Yes
基準額以上
である
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地方公共団体におけるDMP活用のポイント

・地方公共団体向けに作成しております「調達利用ガイドブック」及び「Q＆A（地方公共団体向
け）」は、DMPの利用に意欲的な地方公共団体に対し、地方自治法第２３４条に基づく技術的助言と
して、DMPを利用し、迅速かつ適切な調達を行っていただくために必要と思われる基本的な考え方及
び調達手続の手順等につきまして、これらに準拠して実施いただく場合を前提として記載させていた
だいています。
これら具体の契約相手方を選定する調達プロセス等（＝契約フェーズ部分）につきましては、地方
公共団体における、一般的な調達方法及びその根拠規定を参考として提示させていただいているもの
であって、その範囲内において適用いただく事項については、総務省とその妥当性（地方自治法及び
地方自治法施行令の解釈を含む）について事前に確認させていただいたものとなっております。この
ため、個々の地方公共団体における調達方式を自らの責任において実施いただくことにつきましては、
何ら拘束するものではなく、適宜の方法で調達手続を実施いただけます。

・各地方公共団体におかれましては、DMPを利用する際には、調達利用ガイドブックご活用いただく
とともに、必要に応じて各自の規則、マニュアル等の改正の参考としてください。

基本的位置づけ
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地方公共団体におけるDMP活用のポイント

〈指名基準の作成 【地方自治法施行令第１６７条の１２】〉

・DMPを活用した指名競争入札を行う場合においても、指名基準を定めていただく必要がございます。従前より公表されている
指名基準を準用できない場合には、「DMPカタログサイトへの登録」をもって指名競争入札が可能となるよう指名基準を作成願
います。

個別契約書式について（事業者が定める約款の位置づけ）について

・DMPを通じた取引対象としているものはSaaSであり、いわゆる既製品になります。そのため、広く民間においても取引対象
とされている製品であり、提供企業側の提示した約款に同意して購入されることが一般的な商品であるといえます。
今回の行政機関等がDMPを通じて同製品の購入を行う場合においても、これに倣い同等の条件で契約を締結することが妥当か

つ適切な取り扱いになるものと考えています。
・DMPを利用した調達（指名競争入札・特命随契・少額随契問わず）においては、具体の契約書の条項については、行政機関等
側で用意した個別契約書（案）に法令に定められた事項を明記しつつ、調達先企業の提示する利用約款を添付させる形式とし、
両者一体化したものを作成することを推奨させていただいておりますのでご検討下さい。
・なお、各地方公共団体のご判断により、独自の個別契約書の書式の策定も可能ですが、上記の趣旨を踏まえたご検討をお願い
します。

DMPによる調達を行うための準備行為に係る主な留意点①
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地方公共団体におけるDMP活用のポイント

〈入札参加資格について〉

・地方自治法施行令第167条の11及び第167条の12等により、指名競争入札の参加者の資格が規定されており、地方公共団体の長
は、この政令を受けて指名競争入札の参加者の資格要件、参加手続、資格審査及び名簿作成、指名基準等を定めることとされて
います。 
 デジタル庁といたしましては、国と同一の入札参加資格基準としていただくことを推奨させていただきますが、上記の入札参
加資格基準に加え、各地方公共団体ごとに従来の入札参加資格基準によること、又は国の入札参加基準に独自の要件（地方公共
団体個別の入札参加資格など）を付加することなどについては、地方公共団体において適宜にご判断願います。

【補足】DMPカタログサイトへの登録事業者は、「国の入札参加資格の保有者であり、ソフトウェア・サービスを提供できる
者」

〈入札保証金及び契約保証金の免除について〉

・地方自治法施行令第167条の13及び同令第167条の16により、入札保証金及び契約保証金を納付させることが規定されており、
「入札保証金及び契約保証金について（平成12年４月18日自治省行政局長通知）」の助言をもとに、各地方公共団体の規則に免
除規定が設けられているかと思われます。入札参加資格において推奨させていただいた国の入札参加資格基準を入札参加要件の
一部又は全部とされる場合には、入札保証金及び契約保証金の免除が行えるように、該当する規則等の改正を検討願います。

DMPによる調達を行うための準備行為に係る主な留意点②
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地方公共団体におけるDMP活用のポイント

政府調達手続に関する運用指針等について（自主的措置）の見直し協議を行っており、自主的措置の改正が完了する
までの間、以下の点につきご留意ください。 ※なお、自主的措置の改正は、年内に完了見込みです。

WTO協定対象の調達の留意点

その他（WTO政府調達協定とDMPとの整合性について）

無差別待遇の原則の遵守等、国際約束との整合性を確保する必要があることは前提としてあることから、特に海外事業者を含むDMP未
登録者から指名競争入札への参加申請があった場合、速やかに審査を行い、当該者の入札手続きの参加機会の確保に十分配慮いただけ
ますよう、ご留意願います。

（別紙４）コンピューター製品及びサービス （別紙５）電気通信機器及びサービス

意見招請⇒適用除外 対象基準額：80万SDR（１億4,000万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

対象基準額：38.5万SDR（6,900万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

公告期間⇒短縮 対象基準額：20万SDR（3,600万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

対象基準額：20万SDR（3,600万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

総合評価落札方式
⇒最低価格落札方式

対象基準額：80万SDR（１億4,000万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

対象基準額：38.5万SDR（6,900万円）
改正されるまで、DMPによる調達は行わない

〇指名競争入札

（別紙４）コンピューター製品及びサービス （別紙５）電気通信機器及びサービス

公報公示⇒省略 対象基準額：20万SDR（3,600万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

対象基準額：20万SDR（3,600万円）
改正されるまで、従前の手続のとおり

〇随意契約
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セキュリティに関連する留意点等
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ソフトウェアのセキュリティに関する確認について

国の行政機関がソフトウェアを利用して機密性２以上の情報を取り扱う場合

【原則】ISMAP等クラウドサービスリストに登録されているソフトウェア を調達することとなる。

【例外】政府の管理基準を満たしているかを調達する行政機関の最高セキュリティ責任者が確認の上、
その責任の下で調達することとなる。なお、機密性１情報のみを取り扱う場合はその限りではありません。

※サプライチェーンリスクの観点からISMAP,ISMAP-LIUに登録されていないソフトウェアについては、以下の情報を登録してもらい、関係
行政機関と連携の上、デジタル庁が内容を確認した上で、公開。

Å 開発委託先がある場合は1次受けまでの事業者の所在地、開発・運用の実施場所、2次受以降の委託先の有無
Å データ保管サーバ、アプリケーションサーバ等の提供会社名、リージョン・国等

ソフトウェア会社に求める登録事項

地方公共団体がソフトウェアを利用して機密性２以上の情報を取り扱う場合

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（総務省）」を参照の上定めた各地方公共団

体の情報セキュリティポリシーに従い、ISMAP等クラウドサービスリストへの登録が推奨されていること認識した上で、

調達ソフトウェアを判断することとなる。

なお、IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せに従い、以下の５類型に当てはまるケースでは、

NISCの助言を得た上で調達すること。

DMPを利用して調達する場合であっても、以下のとおりセキュリティの考え方は他の調達手段の場合と同様であり、
各調達機関においてセキュリティ基準に遵守しているか確認いただくことになる点、ご留意ください。

① 国家安全保障及び治安関係の業務を行うシステム

② 機密性の高い情報を取り扱うシステム並びに情報の漏洩及び情報の改ざんによる社会的・経済的混乱を招くおそれのある情報を取り扱うシステム

③ 番号制度関係の業務を行うシステム等、個人情報を極めて大量に取り扱う業務を行うシステム

④ 機能停止等の場合、各省庁における業務遂行に著しい影響を及ぼす基幹業務システム、LAN等の基盤システム

⑤ 運営経費が極めて大きいシステム
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国の行政機関における業務で取り扱う情報の内、行

政文書の管理に関するガイドライン（平成23年４月１
日 内閣総理大臣決定）に定める秘密文書（※１）とし
ての取扱いを要する情報
※１ 秘密文書とは
極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利
益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書
秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には
知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書

国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11
年法律第42号。以下「情報公開法」という。）第５条
各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然
性の高い情報を含む情報（※２）であって、「機密性
３情報」以外の情報

※２ 情報公開法第５条第１号に、個人に関する情報が
掲げられている。

国の行政機関における業務で取り扱う情報のうち、

情報公開法第５条各号における不開示情報に該当する
と判断される蓋然性の高い情報を含まない情報

行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に

相当する機密性を要する情報資産（※３）

※３ 令和２年８月１８日付総行情第111号
の別添で住民の個人情報、職員の個人情報、
施設設計情報や入札予定価格など非公開情報を例示

行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に

相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表す
ることを前提としていない情報資産（※４）

※４ 令和２年８月１８日付総行情第111号の別添で政
策検討に関する情報を例示

機密性２又は機密性３の情報資産以外の情報資産

国と地方公共団体で機密性の範囲に違いがありますが、いずれの場合も機密性２以上であれば、前頁のとおり、
セキュリティ上ご留意いただく必要があります。

ṕ Ṗ

ṕ ṕ ṖṖ

（参考）機密性について

機密性３

機密性３

機密性２

機密性２

機密性１ 機密性１



今後のスケジュール
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今後のスケジュール

※現時点の予定となります。

事業者

行政機関

2024年

10月 11月 12月 3月1月 2月

2025年

▼行政利用者向け機能公開 登録・利用開始

▼基本契約・事業者情報・ソフトウェア・サービス登録開始

DMP(正式版) 
説明会

DMP(正式版) 説明会

【提供ドキュメント】
・利用規約
・調達利用ガイドブック
・調達仕様チェックシート
・カタログサイト操作マニュアル 等

DMP正式版リリース
(10月31日)

▼

2025年1月より行政利用者の検索・選定等の利用を開始します。

国の行政機関向け
 ①11月28日(木) 15:00-16:00 
 ②12月10日(火) 15:00-16:00（録画配信）

自治体向け
 ①11月29日(金) 15:00-16:00 
 ②12月  6日(金) 15:00-16:00（録画配信）

 ③12月13日(金) 15:00-16:00（録画配信）

※全日程Teamsオンライン開催
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参考）2025年3月実装搭載予定の機能

・販売実績照会機能

・2段階認証（メール認証）対応

・更新履歴一覧の照会（ソフトウェア・サービス）

・ユーザビリティ強化
（画面スクロールリンクの追加、画面遷移最適化）

・検索条件の保存と参照

・ソフトウェアとサービスの比較表画面



国の行政機関等・地方公共団体の皆さまへのお願い

Å現在調達されているSaaSを、DMPを通じて調達する場合には、事業者が
DMPカタログサイトにソフトウェア、販売サービスを登録していることが前
提となります。

Åお付き合いのあるSaaS事業者、販売事業者ございましたら、DMPへの登録
を促していただければ幸いです。

※既に各行政機関で調達されている優良なSaaSを、他の行政機関にも知ってい
ただくことで、政府・自治体全体のデジタル化に貢献することとなりますの
で是非積極的にお声かけいただければ幸いです。
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